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午前９時30分 開会 

 

○委員長（池田忠史君） 

おはようございます。 

今回、委員が代わりまして、初めての委員

会となります。委員が代りましても、審査に

ついては何も変わりませんので、厳正なる審

査をしていきたいと思いますのでよろしくお

願いします。 

理事者の皆様におかれましても、簡潔な答

弁をよろしくお願いいたします。 

では座らせていただきます。 

ただいまの出席委員は、６名であります。

定足数に達しておりますので、総務建設常任

委員会を開会いたします。 

委員会開会に当たりまして、町長より御挨

拶がございます。 

上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

おはようございます。 

本日は、お忙しい中御参集いただきまして

誠にありがとうございます。 

本日の総務建設常任委員会ではですね、第

61号と第62号の関係部分につきまして御審査

をいただくこととなってございます。 

詳細に御審査いただきまして、委員の皆様

方に御理解を賜りたいと存じますので、よろ

しくお願いをいたします。 

簡単ではございますが、開会に当たりまし

ての御挨拶とさせていただきます。 

それでは、何とぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

○委員長（池田忠史君） 

これより本日の会議を開きます。 

本日の審査事項は、御手元に配付のとおり

でございます。 

１．令和７年豊能町議会12月定例会議付託

案件についてを議題といたします。 

第61号議案、猪名川上流広域ごみ処理施設

組合規約の一部を変更する協議についてを議

題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

中井環境課長。 

○環境課長（中井 哲君） 

おはようございます。環境課、中井です。

よろしくお願いいたします。 

それでは、第61号議案、猪名川上流広域ご

み処理施設組合規約の一部を変更する協議に

ついて御説明申し上げます。 

議案書のほうは、27ページになります。 

着座にて失礼いたします。 

本件は、地方自治法第286条第２項の規定

により猪名川上流広域ごみ処理施設組合規約

を変更するため、本規約案に基づき、兵庫県

川西市、兵庫県川辺郡猪名川町及び能勢町と

協議を行うものです。 

提案理由としましては、国崎クリーンセン

ター基幹的設備改良事業及び包括管理運営業

務に伴い、猪名川上流広域ごみ処理施設組合

規約の一部を変更する協議について、地方自

治法第290条の規定により議会の議決を経る

必要があるため本案を提出するものです。 

続きまして、規約（案）と新旧対照表を御

覧ください。 

変更内容を要約して申し上げますと、現行

の規約に負担区分は３種類ございますが、既

に事業が終了している基本計画経費と施設建

設経費のこの二つを廃止し、施設管理経費に

ついては変更を行うとともに、新たに基幹的

設備改良経費を設けて負担区分を２種類にす

るものです。新たに設ける負担区分は、「基

幹的設備改良経費」です。 

経費の概要としましては、「基幹的設備改

良事業に係る経費」で、負担割合は、「平成

21年度から令和６年度までの搬入ごみ量の比

率により按分して負担する。」です。 

基幹的設備改良事業は、将来に向けての焼

却とリサイクルに係る更新事業であることか
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ら、一市三町がこれまで使用してきた平成21

年度から令和６年度までに搬入したごみ量に

よる按分が適当とされたものです。 

こちらの施行日は、令和８年４月１日です。 

また、施設管理経費の負担区分については、

「施設管理・運営経費」に、経費の概要は、

「施設完成後の経費」から、「施設管理・運

営に係る経費」に。負担割合は、「年度ごと

の関係市町の搬入可燃ごみの比率により按分

して負担する。」から、「年度ごとの関係市

町の搬入ごみ量の比率により按分して負担す

る。」にそれぞれ変更するものです。 

施設管理・運営経費については、可燃ごみ

だけではなく資源ごみも含まれることから、

搬入ごみ量での按分が適当と整理されたもの

です。 

嚙み砕いて申し上げますと、国崎クリーン

センターに支払うごみ処理負担金の按分率を、

可燃ごみ量から搬入ごみ量の比率に変更する

ものです。 

こちらの施行日は、令和14年４月１日です。 

本件につきましては、同組合を構成する一

市三町の首長により、合意形成されたもので

す。 

御説明は、以上でございます。よろしくお

願いいたします。 

○委員長（池田忠史君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

中川です。 

これ、今回提示いただいてる資料とか、議

案書も見させていただいてるんですが、もの

すごく分かりにくい。分かりにくいんです。

現状がこうで、こうなるというふうなところ

と、あと今の説明でいくと、この改正前の例

えば基本計画経費、こういったものはもう今

回終了になるので、なくなるみたいな、そう

いう御説明もありましたけども、もう少し分

かりやすくならないのかなあと思ってるのと、

あと、この基本計画経費というのは、今回終

了ですということだけど、これはどういうタ

イミングでこのいわゆる経費の負担割合、例

えばこれ人口の割合でやってましたというの

はどういうタイミングでやってたのかいうふ

うなところもあわせてお伺いできますか。 

○委員長（池田忠史君） 

はい、中井環境課長。 

○環境課長（中井 哲君） 

はい。環境課、中井です。 

まず廃止になる負担割合なんですけれども、

国崎クリーンセンターの建設準備と建設に係

る経費、用地の取得ですとか建設工事、ある

いは起債の償還等に係る経費でございまして、

これらにつきましては、もちろん事業が終了

しておりまして、起債の償還も終わっており

ますので、こちらの負担区分については削除

するという、そういうことでございます。 

新たに設けますのが、基幹改良設備工事と

いうものが、新たに出てきますので、それに

対する負担割合を新たに設けるもの。それか

ら、ごみ処理に係る経費につきまして、今ま

では可燃ごみで按分してたものを、総ごみ量

での按分に変更するという、そういうもので

ございます。元々三つありましたものを二つ

削除しまして、一つは変更する、もう一つは

新たに設けるということで、三つあったもの

を二つ削除して一つ新たに設けて、最終的に

は二つになるという、そういう形のものでご

ざいます。 

○委員長（池田忠史君） 

中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

ということは、今回終了するという一つで

すかね、基本計画経費というのは、先ほど説

明あったとおり、いろいろと建設をするに当

たる準備的なそういうふうな部分での経費と

いうことなので、そういった意味では、一応
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こういうふうな、人口割でこれは負担しても

らうよっていうふうなルールになってたけど

も、実際のところ、例えば去年度、令和６年

度とか令和５年度とかに、こういう部分のい

わゆる基本計画経費というふうなものでは、

いわゆる負担をする部分はなかったみたいな

ことなの。それとも、負担してたのかその辺

り、ちょっと質問したいと思います。 

○委員長（池田忠史君） 

はい、中井環境課長。 

○環境課長（中井 哲君） 

はい。環境課、中井です。 

当初の計画ですとか、当然そのときには人

口比率によるものということですので、その

区分に応じての負担ということになるんです

けれども、今後の基幹改良経費につきまして

は、これまで積み上げてきた実績といいます

か、国崎クリーンセンターができてから令和

６年度までの各市町のそれぞれの排出ごみ量

というのを全て把握しておりますので、それ

に基づいたものが一番公平、平等であろうと

いうことで、数値を新たに設けるというふう

な、そういう形のものでございます。 

○委員長（池田忠史君） 

中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

結局、令和６年度とかは、この基本計画経

費っていうふうなものでの負担してる部分は

なかったのですかみたいな、そういう問いか

けだったんですけども、多分そういう何か新

たなことを計画とかいうのはあったのかどう

かあれですけども、多分大きな工事をすると

かいう計画とかそんなんは、もしなかったと

したら多分これゼロ円のはずなんですけど、

そういうふうな質問なんです。 

○委員長（池田忠史君） 

中井環境課長。 

○環境課長（中井 哲君） 

はい。環境課、中井です。 

申し訳ございません。委員おっしゃるとお

りですね、その分についての負担というのは

ございませんでした。 

○委員長（池田忠史君） 

中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

ということは、こういう１番の基本計画経

費というのはこの近々の最近のところではゼ

ロ円だったからそういった意味では、二つ目

とか三つ目の可燃ごみの量によって、按分さ

れた部分を豊能町としては負担してたと、そ

ういうことでよろしいんですね、この近年は。 

○委員長（池田忠史君） 

中井環境課長。 

○環境課長（中井 哲君） 

はい。環境課、中井です。 

一つ目と二つ目の負担区分につきましては、

もう負担してない状態でして、今実際現状生

きているといいますか、使ってる負担区分と

言いますのが、ごみ処理に係る経費の分だけ

でございまして、いわゆるごみ量での負担と

いうのを、今、各市町がしている状態でござ

います。 

○委員長（池田忠史君） 

中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

ということは、現状は、実際のところはご

みの焼却というような意味で、可燃ごみの比

率で按分して、豊能町が負担金を支払ってた

というようなことであって、それがこれから

の今後の部分ですけども、いわゆる令和８年

度からと令和14年度からそれぞれ、いわゆる

可燃ごみの比率によってやるのが令和８年か

ら。あと14年からは全ての搬入ごみで按分し

て、費用を負担しますというようなこと、そ

ういうふうな解釈でよろしいんですね。 

○委員長（池田忠史君） 

はい、中井環境課長。 

○環境課長（中井 哲君） 
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はい。環境課、中井です。 

委員おっしゃるとおりでございます。 

○委員長（池田忠史君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

幾つか質問なんですが、まず最初に基幹的

設備改良経費、これから始まる事業ですよね。

もう既に平成21年から令和６年度までの搬入

ごみの比率によって按分するってなってます。

これは各四団体どういう形の、数字もう出て

ますか。どういう負担割なのか。まだ。でき

てるんでしたら、もうこれ見ると出てるんだ

なと思いますのでお答え願います。 

○委員長（池田忠史君） 

中井環境課長。 

○環境課長（中井 哲君） 

はい。環境課、中井です。 

基幹的設備改良経費の負担割合ですけれど

も、これは平成21年度から令和６年度までの

実績ということになりますので、もう確定し

ておりまして変わりません。 

まず川西市のほうがですね、71.38％、猪

名川町が14.80％、豊能町が8.56％、能勢町

が5.26％でございます。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

さっきも説明されてますけども、今、人口

割じゃなくてごみ負担割合にしたというのは、

何かおっしゃってましたね、理由を。もう一

遍ちょっと聞かせていただけますか。 

○委員長（池田忠史君） 

はい、中井環境課長。 

○環境課長（中井 哲君） 

はい。環境課、中井です。 

そもそもですね、国崎クリーンセンターが

建設された当時と言いますのが、当時可燃ご

みの中にですね、いろんなごみが混ざってい

たということでございました。で、ごみので

すね、分別を推進して可燃ごみの量を減らし

ていくという、削減していくということが一

つの大きな目標ということで、ごみ量による

按分を用いることによりまして、分別を進め、

ごみの減量を図っていくという、そういうこ

とで可燃ごみ量による按分というものが採用

されたというふうに聞いております。 

しかしながらですね、国崎クリーンセンタ

ーのほうにはですね、可燃ごみだけではなく、

資源のごみも搬入されておりますので、また、

ごみの分別というのも、もうかなり浸透して

きていること等ですね、踏まえまして、搬入

される総ごみ量による按分に変更しまして、

構成市町全体としてごみを減らしていくとい

う、そういう意図での変更でございます。 

○委員長（池田忠史君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

私は令和２年からの一市三町の資料しか持

ってないんですけども、２年と比べると随分

やっぱりごみ減ってますよね、全体が。そう

なってくると、ほぼさっきおっしゃった数字、

１％、２％の差なんですけど、人口と比べた

場合ですよ。人口と比べた場合、今お話聞く

と、何か豊能町はそこそこ人口比と同じよう

に思うんだけど、能勢町なんかちょっと負担

が増えるっていう理解なんかでいいのかな。

今回のこれ。人口比にしなくて。 

ごめんなさい。じゃ質問変えます。人口割

合はどのぐらいになってます、現在。さっき

はごみの総量でお答えいただきましたが、可

燃ごみじゃなくて、人口割合。 

○委員長（池田忠史君） 

坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫） 

おはようございます。都市建設部、坂田で

す。 

国崎クリーンセンターの事務局のほうで、
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まずこの負担割合を決めるに当たりまして、

現状の可燃ごみでいくのか、全ての総ごみ量

でいくのか、人口割合でいくのか、そういっ

た形でいろいろシミュレーションしていただ

きまして、今の現状に比べて増える増えない

というのを、シミュレーションして我々のほ

うにも提出していただいております。 

そういった中で言いますと、まず人口割合

といった場合ですが、現状に比べてというこ

とで、まず基幹改良とあとこれからの運営、

ランニングがあるんですけども、例えばまず

最初にイニシャルのほうの、これからかかる

建設費用とした場合ですが、それでいくと、

現状のこの可燃ごみ量の割合に比べて人口割

合にした場合、どれだけ増減があるかですが、

豊能町が1,800万ほど、可燃ごみ量の割合で

いった場合に比べて人口割にしたほうが増え

るというような形。逆に能勢町さんは、

7,700万減ると。猪名川町も減ると。川西さ

んが増えるというそんな感じになっておりま

す。細かなこと言いますと、川西市さんが２

億ほど増えると、そういったような形になっ

ておる状況です。 

そういったことで、人口割合、あと今の可

燃ごみ量、総ごみ量でいろいろ按分するわけ

なんですが、これも全国的な広域でやってる

ところもありますのでそういうのをいろいろ

検証した結果ですね、本町におきましては、

もともと当初から、もう可燃ごみ量でスター

トしたという経緯もございますので、そうい

った形を踏まえて、まずスタート時点も可燃

ごみ量でいくというような形でずっとスター

トしております。 

ただ、国崎クリーンセンターは、可燃ごみ

だけではなくて、ペットボトルとかその他製

品プラとか資源ごみも搬入されておりますの

で、当時は分別はできてはいなかったと思う

んですが、現時点ではもう分別もきちんとど

この市町もできておる状況の中では、やはり

総ごみ量で按分するべきではないかというこ

とで、豊能町以外の市町、豊能町と能勢町以

外の市町のほうから、そういう話もありまし

て、最終的に協議を重ねた結果、令和14年か

ら運用、運用いうかランニングのほうについ

ては総ごみ量で、基幹改良についてはもう全

て、これまで搬入全部されてきておるので、

それを踏まえて可燃ごみ量でいこうかという

ふうに、ごめんなさい。失礼しました。総ご

み量でいこうかというふうになっておるとい

う状況です。 

○委員長（池田忠史君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

いろいろ議論された結果だと思うんですけ

ども、単純にこの総ごみ量でいった場合、こ

れからごみ減ってくのかな。今までもう頑張

って燃えるごみ量でね、あれしてたから、結

構減ってるんですよね。30トンぐらい減って

るかな、令和２年に比べてね、単純に。それ

って燃えるごみでやってたからの効果かなっ

て思うので、逆に今回、この基幹のほうに向

けてですよ、基幹のほうに向けて、総量で出

すってことはどうなのかな。今までの豊能町

の取組なんかも生かされたのかなあ、四つの

町のあれですから。 

お尋ねしたいのは。いいですわ。 

結果的にこの総量になったということは、

総量でなったわけですよね、基幹これから。

その割合は、豊能町の場合は8.56ですね。こ

れ、ずっと続いていくわけですね。 

はい、分かりました。 

ちょっとほかの質問あとでまたしますので、

ほかの方どうぞ。 

○委員長（池田忠史君） 

中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

中川です。 

いわゆる可燃ごみだけを対象にしておった
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のが、今後全てのごみっていうふうなことに

なると、14年度から。それも理解はさせても

らってるんですけども、これまでのいわゆる

このクリーンセンターでのごみの処理のとき

の負担の割合的にいくと、可燃ごみっていう

ふうな比率で今までやってきてるようなこと

でしたけども、豊能町が一生懸命分別やって

て、例えばそれ以外の例えば川西とかは分別

が余り進んでなかったようなことがもしもあ

ったならば、多分そのような時代にあっては、

豊能町は結構有利だったのかなと思うんです

けども、その代わりに今度可燃ごみ以外のご

みも、いわゆるその数量に、この負担割合の

中に入れるってことは逆に、豊能町ちょっと、

今までと違ってちょっと不利になるのかなと

思ったりも私したんですけど、その辺りはど

うなんでしょうか。数値的には、パーセンテ

ージ的にはそう変わらないかも分からんけど

も、ちょっとこういう全てのごみを対象にし

て負担割合を出すとなったら、豊能町として

は何か不利になっていくんかなみたいなそん

なふうに私受け取ったんですけども、その辺

りはどうなんでしょうか。 

○委員長（池田忠史君） 

中井環境課長。 

○環境課長（中井 哲君） 

はい。環境課、中井です。 

ごみの減量等につきましてはですね、非常

に各市町とも力を入れておられまして、例え

ば、川西さんなんかでは、最近ちょっとごみ

の有料化の話なんかも出ておりまして、それ

の影響もありましてか、かなりその可燃ごみ

量が減ったというふうなことを伺っておりま

す。 

ですので、可燃ごみで川西さん非常に大き

いですので、川西市のほうで可燃ごみのごみ

量が減りますと、ほかの市町への影響がすご

く大きくなるということもございまして、ち

ょっとシミュレーションなんかもちょっと見

せていただいたんですけれども、可燃ごみだ

けに固執しておりますと、かなり他の町のほ

うに影響が及ぶというようなこともございま

して、その辺も踏まえまして、全量のほうに

ということというのも一つの考え方なんです

けれども、ただ、当然豊能町の場合ですと人

口も減ってきておりますので、当然ごみの量

というのは減る傾向にあります。ただ、１人

当たりの方が出すごみの単価、単価といいま

すか現単価ですね、一人が出すごみ量につき

まして、これを減らしていくという努力をし

ていかなければならないというふうに考えて

おりまして、これは、目標として計画の中で

掲げておりますが、ここ２年ほどですね、そ

の目標を達成するような結果になってきてお

りますので、かなりごみの減量につきまして

は進んできているんではないかなというふう

に考えております。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

結局のところ、ごみの量もどんどん川西も

減らしてきているというふうなこともあって

不利になるっていうふうなこともあって、結

局今のこのいわゆる総ごみ量かな、そういっ

た形のものを14年度からやるけどもそれが一

番どの市町にとっても好ましい数値になるん

じゃないかというようなことでこの案を提示

されてるということで、解釈しといたらいい

ですか、そしたら。 

○委員長（池田忠史君） 

中井環境課長。 

○環境課長（中井 哲君） 

はい。環境課、中井です。 

委員おっしゃるとおりでございます。あり

がとうございます。 

○委員長（池田忠史君） 

秋元委員。 
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○委員（秋元美智子君） 

ちょっと現状確認したいんですけどってい

うか教えてほしいんですけど。持込みのごみ

とかありますね、よく電話して私持ち込んで

行くんですけど、あれって当然住所やら名前

やら聞かれてますけど、あれはちょうど各町

のほうにカウントされていくわけですよね、

持込みだろうと。 

事業系のごみなんかはどうなるんですか。

事業系は、川西やら豊能町やらいろいろ回っ

て、一市三町持ってくと思うんですけど、そ

れは事業所の住所によるんですか。事業系の

ごみの扱いをちょっと教えてください。どう

いう扱いになってるか、このときのデータの

中に。 

○委員長（池田忠史君） 

中井環境課長。 

○環境課長（中井 哲君） 

はい。環境課、中井です。 

事業系のごみにつきましても、回収する市

町、それぞれに区分して持込みをされてます

ので、どこの市町から出たごみなのかという

のは、確認された上での集計を行っています。 

以上でございます。 

○委員長（池田忠史君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

ということは、持ち込む事業者がこれは豊

能町から集めてきたものですとか、能勢町か

ら集めてきたものですと前もって申告してる

っていう理解でいいですか。だからそこの町

にカウントされて、総量になっていくと。 

○委員長（池田忠史君） 

はい、中井環境課長。 

○環境課長（中井 哲君） 

はい。環境課、中井です。 

ごみの収集運搬につきましては、それぞれ

の市町で許可制をとっておりますので、その

許可に基づいて収集運搬を行っておりますの

で、それに基づいての集計という形になりま

すので、それぞれの各市町のごみ量として反

映をさせていただいてるというところでござ

います。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

確認しますけど、豊能町の事業系を集める

業者、豊能町のごみしか集められないってこ

とですね。だからそのごみは、一市三町持っ

てくときに豊能町のごみというカウントにな

るっていう理解でいいですか。 

○委員長（池田忠史君） 

中井環境課長。 

○環境課長（中井 哲君） 

はい。環境課、中井です。 

委員おっしゃるとおりでございます。 

○委員長（池田忠史君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

これからの施設管理の運営費のほうなんで

すけども、総量ですから、資源ごみも何も減

らせば減らすほどいいってことですね。 

これはちょっと町にお尋ねしたいんですけ

ども、となった場合に要する新聞紙なんかは、

町独自でまた集めてますよね。子ども会とか

老人会向けに、そちらのほうと、それから一

市三町に持ち込んで向こうで多分リサイクル

してると思うんですけど、どちらのほうが町

にとっては有利、有利って変な言い方だけど。

これ計算できてるならば教えてください。 

○委員長（池田忠史君） 

はい、中井環境課長。 

○環境課長（中井 哲君） 

はい。環境課、中井です。 

今おっしゃられました紙類なんですけれど

も、紙類につきましては、国崎クリーンセン

ターのほうには持込みはしておりませんでし
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て、別の紙を回収する専門のところがござい

ますので、そちらのほうに持込みという形に

なっております。 

○委員長（池田忠史君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

失礼しました。町独自で集めてるもんね、

子ども会と。ごめんなさい、私はよく持ち込

むんですわ。すいませんね。 

ということは、絶対しちゃならんというこ

とですね。大きいちょっと厚めのなんか持っ

てっちゃうんですけども、町のほうに出しま

す。はい、分かりました。ありがとうござい

ます。 

それでですね、これから総量減らしていく

には、やっぱり資源ごみをまず減らして、資

源ごみって言い方も変かな、缶やらペットボ

トルやビン、布、プラスチック容器なんだけ

ども、この中でですね、特に豊能町は缶が多

いんですよね。これはごめんなさい、令和４

年のデータです。施設組合のほうの。なんで

すけど、これってたんぽぽの家にも、一つの

事業としてやっていたと思いますので、そう

いうふうなほうにぜひ住民に働きかけていた

だくとか、そういうふうな今後の何か町とし

て、この総量減量に向けた何か取組を考えて

るのかお尋ねします。 

○環境課長（中井 哲君） 

中井環境課長。 

○環境課長（中井 哲君） 

はい。環境課、中井です。 

今おっしゃいました資源ごみなんですけれ

ども、例えばペットボトルですとか缶ですと

か、そういったものなんですが、もちろん国

崎のほうに持ち込まれて、国崎のほうからま

たいわゆる売却ですね、幾らかの収入にはつ

ながっておりますので、その収入につながっ

てる部分につきましては、ごみ処理経費から

差っ引きまして、残った分を各市町が負担し

ているということになりますので、もちろん

国崎のほうに資源ごみのほうが集まりますと、

ある一定ですね、負担金のほうが下がってい

るというところにはつながっているところで

ございます。 

また委員おっしゃられましたように、町の

ほうで、分別して回収していく新たな取組と

いうことで、ちょっと今後検討のほうさせて

いただければと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○委員長（池田忠史君） 

中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

缶々の話出てきてちょっと私も大丈夫かな

思ったんやけどもね、14年度以降はあんまり、

そしたらビール飲まんほうがええんかなとか

ね、今パッと思ったんやけども、今の話やっ

たら、ビールの缶々をクリーンセンター持っ

ていっても、結局それをリサイクルするとお

金が入ってくることで、その場合変な比較や

けども、ビールの缶々、何グラムか知らない

けども、それをクリーンセンターに持ってい

ったときに、その分の重さの分が、いわゆる

この負担金に跳ね返ってくるけども、それを

売ることによって、その額が安くなるという

ふうなんやけども、ビールの缶々を国崎に持

ち込んで、そのことによって、この豊能町の

負担金が増える分と、逆にその缶を売って収

益になる部分と、どっちが得なんですか。 

もしも、国崎にビールの缶々持っていくと

ちょっと損するんやったらちょっと考えなあ

かんのかなと思うけども、別に缶々国崎に持

っていっても、何とかその収益のほうが上回

るから、得やねっていうんやったら、今まで

どおりね、国崎のほうにビールの缶々持って

いってもらったほうがいいんかなあと思うけ

どその辺り何か金額的なものは分かるんです

か。 

○委員長（池田忠史君） 
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中井環境課長。 

○環境課長（中井 哲君） 

はい。環境課、中井です。 

今、委員おっしゃっておられたとおりです

ね、非常に悩ましいところなんですが、具体

的な数字というのはちょっとございませんで

して、ただ、おっしゃられているとおりかと

思います。 

ただ、広い意味でですね、資源を循環して

いく、あるいは分別していくということでは、

きちんと分別をして、例えば国崎のほうに回

収する。あるいは、いわゆる店舗なんかでの

回収もされているところもありますので、そ

ういったところに持ち込んでいただいて、き

ちんとそのリサイクルのほうですね、してい

くという循環型社会に向けての取組っていう

のは、今後とも続けていかなければいけない

というふうには思っております。 

ちょっと具体的にどちらが得で損でという

のはちょっとごめんなさい。数字というのは

ちょっと持ち合わせおりません。 

よろしくお願いします。 

○委員長（池田忠史君） 

坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫） 

すいません、都市建設部、坂田です。 

補足なんですが、特にビンとかなんかは今、

きれいであれば、業者のほうも受入れしてく

れるんですが、汚れてると受付してくれなく

なってしまうので、そうなると国崎の負担が、

増えてきますので。ですので住民の皆さんは、

もしビンで飲まれたりしたときはきれいに洗

って出すような工夫していただかないと、最

終的には資源循環のほうに回らないで、国崎

で処理するような形になってしまうという、

そんな事態になってしまいます。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

またえらい事聞いたけども、ビールの缶々

出すときに、中きれいに洗わなあかんの。私

はぱあっと振って滴が出るまで振って、それ

で出す。それじゃ駄目なんかな。中洗わなあ

かんの。ちょっとそれ確認させてください。 

○委員長（池田忠史君） 

中井環境課長。 

○環境課長（中井 哲君） 

はい。環境課、中井です。 

きちんと洗っていただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

○委員長（池田忠史君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

今までいろんな資源ごみ持ち込んで、それ

は、ここは細かくどの自治体からどのぐらい

入ったって書いてんですけども、これは全部

一括して一市三町の収益ですよね。それだけ

ちょっと確認したいんです。各自治体に戻る

もんじゃないですよね。一市三町の収益です

よね。 

○委員長（池田忠史君） 

中井環境課長。 

○環境課長（中井 哲君） 

はい。環境課、中井です。 

集められて売却等された、いわゆる国崎ク

リーンセンターとしての収入になりますので、

いわゆる持ち込まれたごみから発生した収入

につきましては、ごみ処理負担金に係る経費

から、差っ引きまして補助しまして、残った

部分を各市町で負担していくという、そうい

うものでございます。 

はい、よろしくお願いいたします。 

○委員長（池田忠史君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

各お店のほうでもトレイとか何か分別回収

してますよね。そういったものは、今の話で
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すと事業系のごみとして豊能町の集めたもの、

豊能町の資源として、一市三町に入ってると

いう理解をさせてもらったんですけども。と

いうことは、住民にとっては、日々のプラス

チックの容器包装に出す。出しても出さなく

ても同じっていう理解でいいですか。 

○委員長（池田忠史君） 

中井環境課長。 

○環境課長（中井 哲君） 

はい。環境課、中井です。 

委員おっしゃるとおりですね、スーパー等

で集められた事業系のものも豊能町で発生し

たものであれば、国崎のほうに持ち込まれま

すので、結果としては行き先は同じというこ

とになります。 

○委員長（池田忠史君） 

ちょっと確認なんですけど、事業系で例え

ば、お店さんで集められてるやつは、必ず国

崎に行ってるんですかね。その店によっては

そのごみを一括でどこかに集めてほかのとこ

ろに出してるとかっていう可能性もあるんで

すけど。それは店舗さんに聞かないと分から

ん話なんで、今ここでどうこうじゃないんで

すけど、その辺はどの辺まで把握してるとい

うか、分かってますか。 

はい、中井環境課長。 

○環境課長（中井 哲君） 

ちょっとそこまではちょっと、今、把握は

できてないです。 

○委員長（池田忠史君） 

どうぞ、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

基幹的設備のほうは過去のデータですから、

これ今さらどうのこうのじゃなくて、そうな

んですねっていうことなんですが、これから

総量で施設管理の運営費が決まるということ

になったときは、町としてこの総量減に向け

てどのような取組をしていくんですか。そこ

までは決まってない。 

よく環境課の方がいろんな豊能のイベント

の中で、できるだけごみを絞ってくださいと。

５グラム絞っただけで年間こんだけ違います

とか、おっしゃってますよね。 

となると、私はしつこいですけども、家庭

用の油なんか、絞る前にそこ持ってったら、

どんだけ溜まるなあと。減るなあと。もっと

キャンペーンしてちょうだいという話になっ

ちゃうんですけども、そのほかに、町として

はどのような取組、確かこの間なんかの議論

の中で剪定枝のことかなんかをおっしゃって

ましたし、その辺りのちょっと取組を、減量

化に向けた、総量減量化に向けてどんな取組

を考えてるのかお尋ねします。 

○委員長（池田忠史君） 

はい、中井環境課長。 

○環境課長（中井 哲君） 

はい。環境課、中井です。 

ありがとうございます。 

委員おっしゃるとおりですね、いわゆる今、

豊能町として取り組んでおりますのが、ひと

絞りということで、生ごみを出すときに、ち

ょっとぎゅっと絞っていただきまして水分を

切ると、そういうことによってごみの量が、

可燃ごみの量を減らすという、そういう取組

でございまして、これは総量になったとして

も、共通していることでございますので、今

後とも続けていきたいですし、あとおっしゃ

られました植木剪定枝ですね、これもチップ

化をすることによって、国崎に持ち込むもの

を減らすことができます。油にしても、おっ

しゃるとおりですね、回収することによって

国崎に搬入されるものを減らすことができま

す。 

あと例えばですね、フードロスですね、い

わゆる物を買い過ぎて、食材余らして捨てて

しまうような食材を減らすですとか、例えば、

豊能町の場合ですとすごいマイバックの利用

率ってのは非常に高いんですけれども、マイ
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バックと同じように、例えばマイペットボト

ルといいますかマイボトルですね、ペットボ

トルをできるだけ出さないようにする、そう

いった形での取組っていうのを、今後広げて

いければというふうに考えております。 

以上でございます。 

○委員長（池田忠史君） 

ほかにございませんか。 

永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

すいません。 

これは川西市が男気を見せたということで

いいんですかね。可燃であると川西も減って

きて、いや、交渉の過程として川西と猪名川

と一番大きなところ二つが、豊能、能勢が小

っさいですよね。そこにこう押し込まれたわ

けではなく、我々としても得だったというと

ころの理解でいいですか。 

○委員長（池田忠史君） 

中井環境課長。 

○環境課長（中井 哲君） 

はい。環境課、中井です。 

おっしゃるとおりでございまして、ほかに

もですね、いわゆる負担金を決めておられる

ところ、全国的には、例えば均等割の分を設

けるですとか、人口割の部分を設けるとかい

ったそういったところもございまして、そう

いう要素を入れますと、ほかの三町の割合、

非常に大きくなります。そうなりますと川西

市のほうが有利になるんですけれども、他の

三町のほうが非常にちょっと不利といいます

か、額が上がるということでその辺のことを

置いといて、取りあえず一番公平になるよう

な形でのお話を進めていただけたというよう

な形でございます。 

おっしゃるように、可燃ごみだけにします

と、非常に減量が進んでいる川西市にとって

は有利になりますので、その辺を踏まえた形

での議論をしていただいたという、そういう

ものでございました。 

ありがとうございます。 

○委員長（池田忠史君） 

永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

広域行政であるときは、大きなところが率

先して負担をしてもらわないと、ちょっと若

干水道がちょっと違うんで、そこら辺を参考

にしてもらえればいいかなと思ってるんです

けど。 

あと、これを何か慎重に発信しないと、何

かリサイクル、分別とかなんかしなくてもい

いような感じにとられかねないかなあという

感じはするんです。今可燃ごみ減らせば、負

担金も減りますよっていうＰＲの仕方ですよ

ね。そしたら積極的に分別をしましょうとい

うことを言えましたけど、これからは全部の

量だってなると、極端に言うと可燃ごみの中

にペットボトル入ってても、向こうに行った

ら一緒っていう扱いになってしまうんですよ

ね。そうすると、本当にＰＲのほうを慎重に

しないと、リサイクル、循環型社会に逆行す

るような、一時大阪市が何でもかんでも燃や

してしまうぐらいの炉の性能がいいからって

いうような発想にも一時振ってましたよね。

だからそういう形にならないかなというとこ

ろが懸念されるんですけど、そこら辺はいか

がですか。 

○委員長（池田忠史君） 

中井環境課長。 

○環境課長（中井 哲君） 

はい。環境課、中井です。 

もう議長おっしゃられるとおりだと思いま

すので、その分につきましては、しっかりと

啓発、ＰＲのほう進めてまいりたいと考えて

おります。 

ありがとうございます。 

○委員長（池田忠史君） 

永並議長。 
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○議長（永並 啓君） 

先ほど、中井課長が言われたようにペット

ボトルを持ってマイペットボトルでいくって

いう、あとはリターナルビンとか、豊能町独

自のちょっとこう減量できるような方法とい

うものをぜひ考えていただきたいと思います。 

○委員長（池田忠史君） 

要望ですね。 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

附則のとこに、第２条の規定は令和14年て

書いてあるんですけども、これ14年にする理

由っていうのは、あれも一緒ですよね。施設

管理費・運営経費も今話したように、総ごみ

量になるのは14年からってことでいいですよ

ね。 

違うのかな。そこ間違ったらちょっと申し

訳ない質問なんだけど。だとしたら、なぜ14

年なんですかっていう質問です。 

○委員長（池田忠史君） 

中井環境課長。 

○環境課長（中井 哲君） 

はい。環境課、中井です。 

基幹的設備改良経費につきましては、令和

８年度からという形になります。 

施設管理・運営経費につきましては、14年

度からということになるんですが、14年度か

らにしてるという理由なんですが、令和12年

度中にですね、製品プラスチックの分別収集

が始まる予定です。製品プラスチックですね。

今は製品プラスチックは可燃ごみとして一緒

にね、混ぜて可燃ごみとして収集していると

ころなんですね。それを12年度からは分けて

収集することが始まるということでして、そ

の実績が反映されますのが、14年度というこ

となりますので、それに合わせて施行すると

いう、そういう趣旨でございます。 

○委員長（池田忠史君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

容器包装とは別に、例えばハンガーとかプ

ラスチックありますよね。あれをまた別途資

源として集める。だから、それが12年からに

なるから、総量としては14年度からですとい

う、だから14年度。分かりました。 

○委員長（池田忠史君） 

はい、ほかございますか。 

よろしいですか。 

質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（池田忠史君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は、原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（池田忠史君） 

挙手全員であります。よって、第61号議案

は原案のとおり可決されました。 

次に第62号議案、令和７年度豊能町一般会

計補正予算（第７回）の件、関係部分を議題

といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

順次発言を求めます。 

寺倉行財政課長。 

○行財政課長（寺倉義浩君） 

行財政課、寺倉です。 

それでは第62号議案、令和７年度豊能町一

般会計補正予算（第７回）の件につきまして、

関係部分に係る提案理由を御説明申し上げま

す。 

着座にて失礼いたします。 

御手元の補正予算書の８ページを御覧くだ

さい。 

第２条といたしまして、繰越明許費の補正

でございます。第２表 繰越明許費補正（追

加）に記載のとおり、Ｊアラート受信機等更
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新事業及びため池防災減災事業につきまして、

年度内に事業完了する見込みがないため繰り

越すものでございます。 

次に、９ページを御覧ください。 

第３条といたしまして、債務負担行為の補

正でございます。第３表 債務負担行為補正

（追加）に記載のとおり「とよの議会だより」

印刷製本事業、本会議会議録調製事業、財政

管理事業、個人住民税システム改修事業、ご

み収集事業につきまして債務負担行為の追加

を行うものでございます。 

続きまして、補正予算書10ページを御覧く

ださい。 

第４条といたしまして、地方債の補正でご

ざいます。こちら第４表 地方債補正（追加）

に記載のとおり、16．Ｊアラート受信機等更

新事業債、17．体育施設整備事業債、18．指

定沿道賑わい創出支援事業債につきまして、

今回の補正予算に計上しておりますＪアラー

ト受信機等更新事業、シートス改修事業、指

定沿道賑わい創出支援事業に係る地方債を新

たに発行するものでございます。 

次に３ページ目のほうにお戻りください。 

こちら第５条といたしまして、一時借入金

の補正でございます。地方自治法第235条の

３第２項の規定による一時借入金の最高額に

つきまして、会計年度内の一時的な現金不足

に備えるため、最高額、仮の上限額を10億円

追加しまして、20億円とするものでございま

す。 

それでは、今回の歳入歳出予算の補正内容

につきまして御説明申し上げます。 

今回の補正につきましては、４月の人事異

動等に伴う人件費の補正及び歳入の補正に伴

う財源振替を行っておりますが、それらの説

明は省略させていただきますので、御了承く

ださいますようよろしくお願いいたします。 

では、最初に歳出について御説明申し上げ

ます。 

○委員長（池田忠史君） 

奥広報職員課長。 

○広報職員課長（奥 文彦君） 

広報職員課、奥です。 

それでは、歳出の説明に移らせていただき

ます。 

21ページ、総務費、総務管理費、目１．一

般管理費の２．人事給与管理事業、12．業務

委託料77万円でございますが、子ども・子育

て支援金制度が創設され、職員に支給する給

与から差し引く健康保険料と合わせて徴収す

ることとなることから、給与システムを改修

するための費用を増額するものでございます。 

○委員長（池田忠史君） 

寺倉行財政課長。 

○行財政課長（寺倉義浩君） 

行財政課、寺倉です。 

続きまして、７．基金管理事業でございま

すが、財政調整基金積立金につきまして、前

年度繰越金から別途積立てを行う前年度の基

金運用収入、利子ですが、あと寄附金分を控

除しました額を積み立てるものでございます。 

同じく、退職金等引当基金積立金でござい

ますが、前年度の基金運用収入部分、利子で

すね、こちらを積み立てるものでございます。 

同じく、ふるさとづくり基金積立金でござ

いますが、前年度の一般寄附金を積み立てる

ものでございます。 

次に目５．財産管理費の１．庁舎等管理事

業でございますが、町中型バスの修繕等に係

る費用等が増額したことによりまして、修繕

料を増額するものでございます。 

○委員長（池田忠史君） 

山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

はい。総合政策課、山内です。よろしくお

願いいたします。 

次に目６．企画費の２．政策推進事業でご

ざいますが、旧双葉保育所解体工事に係る実
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施設計の業務委託料を増額するものでござい

ます。 

○委員長（池田忠史君） 

田中総務課長。 

○総務課長（田中久志君） 

はい。総務課、田中です。 

次に目10．防災諸費の２．防災対策事業で

ございますが、国のＪアラートシステムが更

新されることに伴い、新システムに対応した

新型受信機等を整備するための費用を補正す

るものでございます。 

○委員長（池田忠史君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

はい。農林商工課、中谷です。 

続きましてちょっと補正予算書のほう飛び

ます。32ページになります。よろしいですか。 

補正予算書の32ページ、款７．商工費、項

１．商工費、目１．商工総務費の２．商工事

務事業、18の補助金の増額ですが、指定沿道

賑わい創出支援事業におきまして、支出見込

みが予算額を上回ったため補正するものでご

ざいます。 

○委員長（池田忠史君） 

山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

はい。総合政策課、山内です。 

続きまして５．企業誘致事業でございます

が、続いて33ページのほうを御覧ください。 

余野地区商業施設開設負担金につきまして、

土木造成工事等に係る費用を増額するもので

ございます。 

歳出の説明は、以上でございます。 

○委員長（池田忠史君） 

寺倉行財政課長。 

○行財政課長（寺倉義浩君） 

はい。行財政課、寺倉です。 

続きまして、歳入について御説明申し上げ

ます。 

それでは14ページを御覧ください。 

款10．地方特例交付金、項１．地方特例交

付金、目１．地方特例交付金でございますが、

今年度の地方特例交付金の確定に伴いまして、

減額するものでございます。 

次に款11．地方交付税、項１．地方交付税、

目１．地方交付税でございますが、こちらも

同じく、今年度の普通交付税の確定に伴いま

して増額するものでございます。 

続きまして18ページを御覧ください。 

款19．繰入金、項１．基金繰入金、目１．

財政調整基金繰入金でございますが、今回の

補正による財源調整としまして、１億3,324

万9,000円を減額するものでございます。 

次に款20．繰越金、項１．繰越金、目１．

繰越金でございますが、前年度からの繰越金

の確定に伴う補正でございます。 

続きまして、19ページを御覧ください。 

款22．町債でございますが、先ほど第４表

の地方債補正（追加）で御説明申し上げたと

おりでございます。 

説明は、以上となります。 

御審査いただき御決定賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 

○委員長（池田忠史君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

中川です。 

21ページをお願いいたします。 

21ページの庁舎管理の事業ということで、

町バスの修理っていうふうなことで費用50万

2,000円上ってますが、これはどのような修

理の費用なのかお伺いします。 

○委員長（池田忠史君） 

寺倉行財政課長。 

○行財政課長（寺倉義浩君） 

行財政課、寺倉です。 

こちらの庁舎等管理事業の修繕料というこ
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となんですけれども、これは全体的に言いま

すと本庁舎の例えば、下水管が故障したとか

トイレが故障した、あるいは公用車の車検で

あったり故障による修繕ですね、そういった

ものをこちらの費目で支払いをしているとこ

ろなんですけども、今回、ちょっと想定外と

いうところで、町バスのラジエーターが故障

しまして、それを交換するということで約50

万ほどかかってしまいまして、このままいき

ますと年度内の修繕料の不足が生じる見込み

であるということで今回増額補正させていた

だいたということでございます。 

○委員長（池田忠史君） 

中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

そのラジエーターそのものは、もう交換済

みなんですか。まだこれからなんですか。 

○委員長（池田忠史君） 

寺倉行財政課長。 

○行財政課長（寺倉義浩君） 

  こちらのほうは、交換済みでございます。 

○委員長（池田忠史君） 

中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

その次、下なんですけどね、政策推進事業

で、旧双葉保育所の解体費用のアップってい

うふうに、先ほど説明があったのかなと思い

ますけど、これはアップになった何か理由と

かあるんですか。 

○委員長（池田忠史君） 

山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

こちら旧双葉保育所解体設計業務になりま

して、東地区の公共施設再編整備に係るもの

でございます。 

先日議会のほうでは、実施設計のほうの予

算を認めていただいたんですけれども、令和

10年４月の供用開始を目指すために、順序よ

くしていくために、今回双葉保育所のほうの

解体のほうを始めていくというところで、設

計業務の予算を上げさせていただいておるも

のでございます。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

ついでの質問で申し訳ないけど、解体工事

に設計費要るの。要るんですか、この金額が。

ちょっと理解できなかったんで。本当に思い

つきのような質問で申し訳ないです。 

○委員長（池田忠史君） 

田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい。都市建設部、田中です。 

解体に伴う設計というのはやはり必要でし

て、請負業者を選定するときに参考数量表と

図面を出します。その中の設計委託で何をす

るかっていうのは、その建物の中に鉄筋が何

トン入ってるのかとか、コンクリート量がど

れぐらい出るのかとか、内装の仕上げ、それ

からアスベストの有無を調査してもらいます

ので、そういったところで設計委託が必要に

なってくるところでございます。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

中川です。 

後ろのほうですね。35ページやったかな。

33ページですかね、余野地区商業施設開設負

担金、これ659万円ね、何か土木工事の何か

アップっていうふうに私書いてるんですけど、

これは何がどういうあれで費用がアップにな

ってるのか、説明をお願いいたします。 

○委員長（池田忠史君） 

山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 
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総合政策課、山内です。 

659万の内訳になります。土木造成工事に

係る分が258万円、あとトイレの設置費とし

まして360万円とその他の外構工事で41万円

というところで659万円になっております。 

土木造成工事につきましては、地盤改良と

あとグレーチングなどの設置費用となってお

ります。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

その33ページのとこなんですけど、１、２

年前に土木工事に関しては、コメリと面積で

按分して、町負担分1,600万ぐらいだったと

思うんですね。そのときと様子が変わったっ

てことですか。トイレのこともよくちょっと

理解できないので、その後、方向性が変わっ

たのかどうか、御説明お願いします。 

○委員長（池田忠史君） 

山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

はい。総合政策課、山内です。 

コメリの町の負担分につきましては、ちょ

っとお待ちください。すみません。 

令和６年の３月議会で補正予算をさせてい

ただいております。そのときには、2,860万

円で、繰越しと合わせて３月補正をさせてい

ただいておりまして、今回それから659万円

の増というところで補正予算をお願いしてい

る状況になります。 

その３月の補正予算のときには、人件費で

あるとか物価高騰というところで、当初

1,600万の負担金の予算を上げておったんで

すけれども、それを全て減額しまして、新た

に2,860万円の補正をさせていただいたとい

うところになります。 

659万の状況につきましては、土木造成工

事等につきましては当初予定していなかった

地盤改良と、あとグレーチングとフェンス設

置というところで、今回の補正予算というこ

とでお願いすることになっております。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

確認します。６年の３月に2,860万円で、

それで11月議会だったと思うんだけど、

1,600万になって、減額して1,600万になった

のかな。プラスかな。2,860万円足す1,600万

円足す今回の659万円という理解かな、まず。 

○委員長（池田忠史君） 

山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

町の負担金、最終的な総額で言いますと

3,519万円になります。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

大西政策監。 

○政策監（大西隆樹君） 

はい、大西でございます。おはようござい

ます。 

当初、一番最初にこの工事を決定するとき

に1,600万上げさせていただきました。その

後ですね、人件費とかそれから物価高騰の関

係、それから地盤改良等の必要性が出てきた

ことから1,260万円ぐらいの補正をさせてい

ただいておりまして、その時点で2,860万円、

少しちょっとお金の流れは、お話しすると長

くなりますので、大体2,860万円になりまし

た。 

今回新たな土木工事、それからフェンス、

それから新規トイレ等の設置の必要性が生じ

ましたので、改めて659万円を補正させてい

ただきまして合計3,500万円程度の工事とい

いますか、負担金をコメリ側にお支払いする

というようなものになります。 
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○委員長（池田忠史君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

もともとね、法貴峠の土持ってきたりなん

かして、かなり工事費なんか安く済んでると

思います。 

今回またこれ出てきたということで、もう

工事も12月10日かな、オープン。ということ

は、もうこれ以上の負担はないという理解で

いいのかな。 

それとも、そのあと何かしらのまだ負担金

が出てくるかな。今後のちょっと様子だけ教

えてください。 

なぜ今頃トイレなのかがちょっと理解でき

なかったです。 

○委員長（池田忠史君） 

大西政策監。 

○政策監（大西隆樹君） 

はい、大西でございます。 

もう、一応最終、工事の完了はですね、３

月末ぐらいまでには完了したいと思ってます。

表側のコメリ側の分につきましては、御覧い

ただいたとおり既に完成して12月10日オープ

ンします。あと裏側であるとかそういった部

分がまだできてないとこがございますので、

そこは、開店が落ちついた来年１月以降にで

すね、工事をしまして、何とか３月末までに

は完成していただけるというような見込みに

なっておるところでございます。 

トイレにつきましては、当初、公園を予定

しておったんですが、コメリさん側のトイレ

をお借りできたらということで考えておった

んですけれども、ある程度このにぎわいも含

めて考えていきますと、コメリさんのトイレ

は、男女１基ずつしかございません。たくさ

んの方が来られますとですね、当然そこはコ

メリさん側の負担にもなってきますので、そ

この負担を軽減するために、トイレの設置を

お願いできたらというような、コメリさん側

からの要望もありまして、こちらもにぎわい

をつくる上でその程度はやっぱり設置するべ

きであろうということで、今回、補正を上げ

させていただいているものでございます。 

○委員長（池田忠史君） 

ほかございますか。 

中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

中川です。 

また21ページをお願いいたします。 

説明のところで基金管理事業となってて、

５億1,000万円ですかね、財政調整基金に積

み立てるというふうな金額、これ５億1,000

万。少し戻っていただいて、入のほうかな、

18ページをお願いします。財政調整基金繰入

金、これが元々８億5,000万やったんかな。

それが１億3,000万減らしますということな

ので、これ両方プラスすると６億何千万かな、

６億3,000万ぐらいなのかな、いわゆる財政

調整基金が言うてみたら上積みできるみたい

なそういうふうな感覚で捉えたらよろしいん

ですかね。 

○委員長（池田忠史君） 

寺倉行財政課長。 

○行財政課長（寺倉義浩君） 

はい。行財政課、寺倉です。 

委員おっしゃるとおり、昨年度の繰越金を

積立てて財源調整して、今回予算としては８

億5,000万ぐらい取り崩すものを１億3,000万

減額するということで、おっしゃるとおり基

金は、予算上は増えるという形になります。 

今回の補正を受けまして、現時点で予算ベ

ースでの基金なんですけれども、財政調整基

金というのは、15億2,327万5,000円。15億

2,327万5,000円が予算上の財政調整基金の残

高という形になります。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

才脇委員。 
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○委員（才脇明美君） 

才脇です。 

32ページの指定沿道賑わい創出支援事業補

助金なんですけど、これは具体的にお店とか

分かるんですか。聞いていいのかしら。 

○委員長（池田忠史君） 

はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷です。 

今回補正上げてる具体的な店舗ということ

で御回答させていただきます。 

今出てますのは、吉川地区で２件出ており

ます。両方ともカフェということで、２件上

がっております。その分になります。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

はい、才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

Ｊアラート事業なんですけど、これもう一

度ちょっとこれ説明してもらえます。Ｊアラ

ートの。21ページですね。 

○委員長（池田忠史君） 

田中総務課長。 

○総務課長（田中久志君） 

総務課、田中です。 

このＪアラートシステムなんですけども、

こちら、国のほうが運用しておるシステムで

ございまして、全国瞬時警報システムとも言

われております。緊急地震速報ですとか、津

波速報、それから弾道ミサイル発射情報等と

いったそういった緊急情報をですね、国のほ

うから流れてきまして、それを本町の防災行

政無線と連携しまして瞬時に受けた情報を防

災行政無線のほうで流すという運用をしてお

るものでございまして、今回その受信機のほ

うが経年劣化、国のほうからシステムを更新

されるということで、受信機のほうも更新が

必要だということで、今回この受信機を更新

する補正を上げさせていただいてるというと

ころでございます。 

○委員長（池田忠史君） 

才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

聞こえにくいとことかの場所とか聞いては

りますよね。何言うてるか分からへんとか。

例えばこだまして、山の中とか、そういうと

ころの対処もしてくれはるんですか。 

○委員長（池田忠史君） 

田中総務課長。 

○総務課長（田中久志君） 

はい、総務課の田中です。 

今回のこの補正予算の中ではですね、そう

いった防災行政無線の通常のそういった調整

というのは入ってないんですけども、ただ、

年に１回ですね、保守業者のほうが点検とい

う作業をしておりまして、当然防災行政無線

ですので、そのときの天候とか風向きとか、

雨が降ってるとかそういった状況によって聞

こえにくいというケースがあるんですけども、

そういったところをお聞きした場合は、ちょ

っと調整という形で、若干向きを調整したり

とか、そういったことは年に１回、点検作業

の中でやっておるというところになります。 

○委員長（池田忠史君） 

才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

Ｊアラートのこの機械の問題じゃないと思

うねんね。もう、地域的な問題で、山削るし

かないそんな感じなんですけど、ちょっとこ

れね、本当に聞こえにくいというところが旧

村ではあるんですよ。何か言うてるんですけ

ど、何を言ってるか分からないっていうとこ

ろ。ちょっとこの辺もちょっと考えて、国の

ほうにも要望してできるようにしてほしいな

と思います。 

○委員長（池田忠史君） 

田中総務課長。 

○総務課長（田中久志君） 
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はい。総務課、田中です。 

国のＪアラートシステムにつきましては、

そういった先ほど申しました緊急情報を全国

の市町村に伝える、情報を受けるというとこ

ろが、Ｊアラートシステムになっておりまし

て、それを受けて防災行政無線で流すという

のは自治体のシステムになります。聞こえに

くいというところは無線の性質上そういった

ところはあるんですけども、そこについては

日々そういったことをお聞きしてるところも

ございますので、また今後もですね、保守業

者のほうに点検の中で、そういう調整ができ

る部分については、していただけるように調

整を図ってまいります。 

○委員長（池田忠史君） 

中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

中川です。 

８ページをお願いいたします。 

繰越明許費補正（追加）ということで、２

項目め、農業費でため池防災減災事業という

ことで、あれは全員協議会のときでの説明だ

ったと思いますが、地元との調整が長引いて

いるというふうな説明だったように私書いて

るんですけども、地元とのどういう調整が長

引いているのか、その辺り御説明していただ

きたいと思います。 

○委員長（池田忠史君） 

吉澤建設課長。 

○建設課長（吉澤 亘君） 

はい。建設課、吉澤です。 

ため池のほうですけども、ため池自体の所

有者もありますし、近隣の土地をお持ちの方

もいらっしゃいまして、別にいらっしゃいま

すので、その方々とその工事を進めていくた

めの道をつくるのに、予定よりもちょっと違

う方法のほうが安全だろうということで、近

隣の土地の所有者の方と再度また調整する必

要が出てきまして、そこにちょっと時間がか

かっているという状況であります。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

33ページの土木、18番のがけ地、このマイ

ナス800万ですけど、これは該当がちょっと

なかった、少なかったということですね。 

ちょっと説明してもらえますか。 

○委員長（池田忠史君） 

吉澤建設課長。 

○建設課長（吉澤 亘君） 

はい。建設課、吉澤です。 

がけ近のところの補助金、引っ越しとかそ

ういう場合、今年度については、その申請が

全くなかったので、補助金の申請もできませ

んので、その分を減額という形をとらせてい

ただきました。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

がけ地で移転せなあかんような場所は、か

なりありますよね。大体どれぐらいあるんで

すかね。 

ちょっとこれね、物すごく怖い話、私の知

り合いも、そういうところに住んでて引っ越

しする体力もない。そしたら、がけをね、護

岸整備ていうの、何ていうの、そういうこと

もできないところなんですよね。この辺を町

はどういうふうに考えておられるか。ここで

言うべきことかちょっと分からないんですけ

ど。 

○委員長（池田忠史君） 

田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい。都市建設部、田中です。 

この補助事業は、レッドゾーンにあるとこ

ろの家屋に対しての補助メニューが幾つかあ
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るわけなんですけども、移転をするための補

助、それから補強するための補助とかがある

んですけども、元々このレッドゾーンの指定

というのが、ごくごく最近指定されましたの

で、昔からそこに住んでおられる方について

は、とんでもないことになってますので、そ

れに対する国、府、町の補助っていうのがあ

るんですけども、なかなかこれが実用されな

いっていう現状がありますので、池田土木さ

ん、大阪府も初めどういったＰＲをしていけ

ばいいのかっていうところが、検討課題であ

るというようなことが、この間の集まる会議

等でも議題になってたというふうには聞いて

おります。 

本町としましても、西地区のほうで移転と

除却に対する補助の実績があるんですけども、

それ以降、旧村のほうではなかなか、こうい

ったところに手を挙げておられる方がおられ

ませんので、今後も引き続き大阪府とも調整

しながら、うまくＰＲできて、実際には、金

額がもうちょっと欲しいとか、そういったこ

とにつながるのかも分かりませんけども、ち

ょっと検討していきたいというふうには考え

ております。 

○委員長（池田忠史君） 

才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

こういった課題が、すごく命に関わる問題

ですから、こういうところで言うことじゃな

いかと思いますけど、ちょっとこれ国にちょ

っと調整して、ちょっと安全確保できるよう

にしてほしいなと思います。 

○委員長（池田忠史君） 

吉澤建設課長。 

○建設課長（吉澤 亘君） 

はい。建設課、吉澤です。 

先ほども田中次長のほうが言いましたよう

に、大阪府と国からも補助金が出てますんで、

それがうまくＰＲできるように、また今後検

討していきたいと思います。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

秋元です。 

32ページの先ほど才脇委員のほうから質問

あって、指定沿道賑わいの支援事業のことで

すが、最初これ説明していただいたときに、

予算額を超えたために補正するっていうふう

な説明だったと思うんですけども、となった

ときのその内容ですが、最初１件だったのが

２件だったということなのか、最初から２件

があってそれぞれに負担が増えたのか。結果

的に予算という全体の事業費ってのはどのぐ

らいになるのか、お尋ねします。 

○委員長（池田忠史君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷です。 

今回出てきた２件といいますのは、年度が

変わってから出てきたもので、予算としては

１件分を見ておりました。１件出てきて、そ

のあとまたもう１件追加ということで、総額

は、元々１件分の300万プラス今回の229万

9,000円ということで529万9,000円。２件分

ということになります。 

ただこれ今、交付決定額なんで、満額まで

いかへん場合がありますので、実績はこれ以

下になる可能性はございます。そんなに大幅

には変わらへんと思いますけども、そういう

ような状況です。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

理解できなかったんですが。ごめんなさい、

予算は全部で529万。分かりました。 

じゃ、もう一つ質問あるんだけどいいです
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か。 

○委員長（池田忠史君） 

どうぞ。 

○委員（秋元美智子君） 

戸籍のほうの振り仮名の件です。 

○委員長（池田忠史君） 

それは、ここのあれじゃないんで。 

○委員（秋元美智子君） 

違ったっけ。 

○委員長（池田忠史君） 

はい、才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

すいません、戻って。ＰＲ方法、ＰＲを強

めるとおっしゃいましたけど、今まではどう

いったＰＲをされてましたか。というのがね、

これ東地区だけの問題じゃないね。西地区も

私がしょっちゅう行くところなんか、そこ袋

小路になってるんだけど、１件しかない。住

んでるところが。がけが危ない、後で分かっ

たって。ＰＲ方法、今までどういうふうにＰ

Ｒされてましたか。 

○委員長（池田忠史君） 

吉澤建設課長。 

○建設課長（吉澤 亘君） 

はい。建設課、吉澤です。 

広報とそれからホームページ、自治会長会

のほうでチラシをお配りして、そういう方が

いらっしゃったらお声掛けしてくださいとい

うことでお願いをしているところです。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

それに対してどれぐらいの方が、お問合せ

ありましたか。 

○委員長（池田忠史君） 

田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい。都市建設部、田中です。 

今までの実績をちょっと私の記憶なんです

けど、３件。吉川地区で１件、ときわ台地区

で１件、東ときわ台地区で１件でございます。

実績になります。 

ですので、問合せが３件で、実績が３件で、

今までのパターンでいきますと、お問合せが

ある方がそのまま補助申請までつながったと

いうことになります。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

今の才脇委員の質問の関連なんですけど、

となると、町のほうは相手が言ってくるのを

待ってるというふうにしか聞こえないんです

ね。そうじゃなくて町として何軒ぐらいある

か、それ把握ができてるんですか。 

○委員長（池田忠史君） 

田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい。都市建設部、田中です。 

過去に調べたかとは思うんですが、申し訳

ございません。データのほうが、はっきりし

た数字のほうが持ち合わせておりませんので。

申し訳ございません。 

○委員長（池田忠史君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

住んでる方によっては、自分とこはまさか

そういう対象ではないだろうと思ってる方も

いると思うんですよ。私はもっと積極的に動

いたらいいんじゃないかなと。具体的にはこ

この家はそうかなっていうふうなお宅には

元々危ないですよっていきなり言うのも失礼

かもしれないけども、ただそういうことはも

っと、対象者に対して具体的に才脇委員の話

じゃないけど、ＰＲしてったほうがいいと思

いますので、よろしくお願いします。 

○委員長（池田忠史君） 
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才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

すいません。なんか話が膨らんで。 

やっぱりね、旧村がいいとか言うて引っ越

しされて来られてる方が、知らんと入ってる。

危ないっていうのを知らないで入ってるとこ

ろもある。だからそのときにそれをちょっと

言ってあげたほうがよかったかなあとか思う

んですよね。これからの話ですけどね。 

○委員長（池田忠史君） 

田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい。都市建設部、田中です。 

空き家に入ってきて、そんなこと聞いてな

かったわっていうパターンでいきますと、個

人で、もし売買をやられたのであれば、そう

いう抜け落ちがあるかも分からないんですけ

ど、例えば仲介業者さん、不動産屋さん、宅

建の方を通して御購入された場合であると、

重要事項説明書の中に必ずここはレッドゾー

ンですよとか、イエローゾーンですよという

記載はございますので、余り御存じない方は、

それが何なのかっていうのも詳しく把握され

ないまま御購入をされて、そのあと、とんで

もないところだったんだなというようなこと

につながるのかなというふうに思っておりま

す。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

それを回避するにはどうしたらいいんでし

ょうかね、町は。 

○委員長（池田忠史君） 

そこはもう個人個人になるんで、ちょっと

そこまで町に言うのは難しいと思います。 

はい、永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

今の話で、ゼロ件だったっていうのは、予

算として上がってるのにゼロ件だったじゃ済

まないですよね。 

やはり、ここじゃ次はどういうふうなＰＲ

をするのか。何が問題点で、今、次長のほう

がＰＲのほうが問題ですよって言ったら、次

はどういうふうにして、何件かでもこれ増や

さないと駄目なんですね。 

レッドゾーンの方たちに何らかの対応はと

ってもらわないと、大災害が起こったときに、

潰れるからレッドゾーンですよね。転居もあ

りだし補強もありだし、なんかの対応を知っ

てしないのか、知らなかったというのは最悪

ですよね。 

やはりレッドゾーンの方とかには、それな

りに個別に案内を送るとか、イエローゾーン

の防災戸別受信機もそうですよね。イエロー

ゾーン指定されてそこの方に戸別受信機、無

料配付になってるけどそんなに広まってませ

んよね。何のためにイエローゾーン、レッド

ゾーンがあるのかって考えたらもうちょっと

そこに対してこうですよって、自分の身を守

ってもらうためにまずは自分の状況を知って

もらって、それを守る術として、戸別受信機

があります。補強がありますっていうことを

知ってもらわないと。その施策っていうもの

は必ず必要ですよ。 

今回ゼロっていうのは、予算を上げてもう

まくいかなかったっていうことですよ。次ど

うするんですか。次どういうようなＰＲを考

えておられるかだけ、最後にお聞かせくださ

い。 

○委員長（池田忠史君） 

田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

都市建設部、田中です。 

どういうＰＲをしていくのかっていうのは、

今後の検討課題ではあるんですけども、例え

ば、私のほうが今まで取り組んできたのは、

耐震性のない旧耐震でできてる物件のとこに
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対しては、戸別訪問をしてビラを配ったりっ

ていうような対応をしてきましたので、それ

でも申込みがなかったっていう時もありまし

たけども、がけ近につきましても、それに近

いような対応が必要ではないのかなというふ

うには感じておりますので、府とも調整しな

がら、対応のほう検討していきたいと思って

おります。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

これ、大阪府のホームページのほうに載っ

てるやつは、これは全部レッドゾーンじゃな

いってことですか。大阪府の土砂災害防止法

の指定状況っていうのがありまして、その中

に豊能町一覧でずらっとこう載ってるんです

けど、それは全部レッドゾーンじゃない。 

田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい。都市建設部、田中です。 

レッドゾーンとイエローゾーンがアップさ

れてると思います。大阪府のホームページで。 

○委員長（池田忠史君） 

ということはあれですよね、一応町のほう

ではもう把握できるっていうことでよろしい

んですよね。 

田中都市建設部長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

都市建設部、田中です。 

エリア指定はされておりますので、そこに

家屋があって住んでおられる方に対しては、

対象になるということになりますので、何件

あるかっていうのはちょっと分からないんで

すけど、面指定されてますので、住宅地図と

かで照らし合わせれば分かるようなレベルで

す。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

ある程度把握できるんですから、やはりそ

れなりの対応はしていただきたいなと思いま

すんで、よろしくお願いいたします。 

ほか、何かあります。 

ちょっと私のほうから。 

21ページのバスの件なんですけど、町バス

ってもうあれですよね、もう修理していかな

いと維持できない状況になってて、一度廃止

する話もありましたけど、廃止してレンタル

等々ですると結局経費がかさむからバスを維

持するということで、今もバス維持している

形になってると思うんですけど。 

これ、今後こういう修理がまだまだ増えて

くると思うんですけど、もう修理ができなく

なるまでバス使い続けるっていうことなんで

すかね。 

寺倉行財政課長。 

○行財政課長（寺倉義浩君） 

行財政課、寺倉です。 

委員長おっしゃるとおり、やっぱり年々老

朽化し古くなっていけば年々修繕費がかさん

でいくということになっていきます。 

町バスももう2013年から使ってる。かなり

長く使ってますので、行革の中でもバスの運

用方法をどうするかということを検討中でご

ざいます。で、バスを今のような形で運行し

続けるのか、そうであればそれを買い換える

のか、あるいはリースにするのか。同じサイ

ズのものをリースするのか、あるいは買い換

えるのかというところもありますので、そう

いったニーズとか含めまして、行革の中で検

討していきたいというふうに考えてございま

す。 

○委員長（池田忠史君） 

これ、小っちゃいバスでしたら、ここには

いないですけど、教育委員会が今度バス買い

ますよね。使う時間帯って決まってると思う

んで、それ以外の時間帯で使わせてもらうこ

とも可能だと思うんですけど。町全体でいう

とそういうことも考えていかないと駄目かな

と思うんですけど、その辺はどうなんですか。 
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入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

おはようございます。入江です。 

御指摘のとおり教育委員会のほう、バスを

調達しますので、その運行状況、まだちょっ

と学校が開校してどういう状況で使用してい

くのかいうところがまだ実績として出てませ

んので、そのような御意見も踏まえてですね、

今後バスの運行どういうふうにするのかとい

うことは検討していきたいと思っております。 

○委員長（池田忠史君） 

はい、西副委員長。 

○副委員長（西 美江君） 

33ページのコメリのトイレに戻るんですけ

ど、町が負担してつくるトイレ、コメリのと

ころのトイレって誰が管理するんですか。そ

れ、町が管理するのかコメリが管理するのか

っていうのを聞きたいんですけど。 

○委員長（池田忠史君） 

大西政策監。 

○政策監（大西隆樹君） 

はい、大西でございます。 

どちらかというと町が管理ということに。

最終的には町が管理ということになります。 

ただ、裏の公園も含めまして、できれば管

理いただける事業者を探してですね、一体的

に管理できたらいいなというふうには思って

おるところでございます。 

まだ最終決定はできてないんですけども、

そんなイメージをしておるところです。 

○委員長（池田忠史君） 

ほか、ございませんか。 

よろしいですか。 

では質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（池田忠史君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は、原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（池田忠史君） 

挙手全員であります。 

よって、第62号議案は原案のとおり可決さ

れました。 

以上で、本委員会に付された案件は全て終

了いたしました。 

続きまして、その他について委員間討議を

行う事項は何かございませんか。 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

秋元です。 

委員間討議ということで、ちょっと一つ提

案させていただきたいんですけど。 

町もいろいろね、公共施設再編ですとか、

これから進んでいきますし、この町の交通問

題とかいろいろありますので、当委員会とし

ても早く町の課題、あるいはそういった解決

に向けて、どっか先進国、どんなテーマか私

自身はこういうテーマはどうかと思いますけ

ども、いろんな形でお話し合って、先進地域。

先進国行っちゃったら大変ですよね、本当。

視察のほうをね、早急に進めていただきたい

なと思いますのでお願いいたします。 

○委員長（池田忠史君） 

視察の件は、皆さんそれぞれ、今後何がい

いかというのを考えていただいて集約する形

になりますので、総務建設に関わる部分で、

ちょっと考えといていただけたらと思います

んで、よろしくお願いいたします。 

ほか、ございますか。 

以上で本委員会を閉会したいと思います。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（池田忠史君） 

異議なしと認めます。 

よって本委員会は、閉会することに決定い
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たしました。 

これで本日の会議を閉じます。 

本委員会の閉会に当たり、町長から御挨拶

がございます。 

上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

総務建設常任委員会の閉会に当たりまして、

一言御挨拶を申し上げさせていただきます。 

本日提案させていただきました議案に対し

まして、今日もですね、非常に慎重に御審査

を賜りました。誠にありがとうございました。

適切にですね、御決定を賜りまして、重ねて

お礼を申し上げる次第でございます。 

特にですね、61号ですね。猪名川上流広域

ごみ処理施設組合のですね、分担金につきま

してですね、今日、皆さん御議論いただいた

とおりでございまして、さらなるですね、循

環型社会に向けてですね、豊能町がどう取り

組んでいくべきか、それを取り組むことで負

担金が減っていくということで、これは構成

市町がですね、それぞれやりますので、それ

ぞれがやりますと同じように下がっていきま

すので、負担割合は結局変わらないかも分か

りませんけれども、そこはしっかりと市町が

ですね、努力をすべきことだと私は思ってお

りますので、今日の御意見も踏まえましてで

すね、しっかり取り組んでまいりたいと思っ

ておりますので、よろしくお願い申し上げま

してですね、簡単ではございますが、本日の

終わりに際しましての御挨拶とさせていただ

きます。 

引き続きよろしくお願い申し上げます。 

○委員長（池田忠史君） 

これをもって総務建設常任委員会を閉会い

たします。 

どうもお疲れさまでした。 

 

午前11時05分 閉会 
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